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ご利用規約 
∎ 利用者はご利用規約と各スペースの注意事項に従って、本サービスを利用するものとします。 

∎ 本規約内容は、当社の都合によりご利用者様へ通知なしに変更される場合があります。ご利用者様は本サービスを利用

する度、本規約を確認し承諾することとします。 

∎ 以下のいずれかに該当する事由が発生したと判断した場合、ご利用者様への事前の通知なくして、本サービスの内容を 

変更する場合があります。または本サービスの正常な提供を行うに必要な期間、本サービスの提供を停止いたします。こ

の場合において利用者に損害や不利益が発生しても、当社は免責されるものとし、そ の賠償を負担しないものとします。 

1 本サービスを提供するためのシステム保守・更新または、緊急の必要性がある場合 2 突発的なシステムの故障等が発生

した場合 3 天災、火災、停電等不可抗力によりサービス提供が困難な場合 4 その他、不測の事態により、本サービスの

提供をすることが困難である場合 

∎ 利用上発生した火災・盗難・建物及び備品の破損・汚損、機材の破損・汚損、建物内外(敷地内)で発生した人身事故な 

どに関しては、いかなる場合においても使用者側の責任とし、弊社及び建物所有者は一切の責任を負いません。 

∎ 各スペースを利用したことによるトラブル、損失・損害が発生しても、弊社および、建物所有者は一切責任を負いませ

ん。 

∎ 各スペースをご利用中に発生した、ご利用者様と第三者間で生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、

ご利用者様は弊社に対しいかなる苦情の申し立て、損害賠償の請求を行わないものとします。 

∎ ご利用時にトラブル等が発生した場合、代表者様のみではなく一緒にご利用された方を含め、以降のご利用を規制させ

て頂きます。 

∎ 各スペース内の仕様(壁・床・家具)は都合により変更する場合がございます。 

∎ スペースご利用中に利用者の事情や判断により撮影及び各種催事を中断された場合、理由の如何においても弊社は一切

の責任を負いません。 

<禁止事項> 

∎ 利用者は次の行為を禁止します。以下に該当する場合は利用を中止させて頂くことがございます。その際の利用料金の

払い戻しは致し兼ねます。 

1本契約上の利用者としての地位又は権利の全部又は一部につき、その権利の譲渡、売買をなし、又は転貸し、あるいは

担保に供すること。 2重量物、法令に抵触するおそれがある物及び公序良俗に反する物または不潔、悪臭等により他人の

迷惑となる物品を搬入すること。 3来場者、他の利用者及び近隣の住民に迷惑となる行為(騒音・臭い・パフォーマンス

等)をすること。 4お申し込みと異なる内容で利用すること。 5ヌード及びセミヌード/水着/下着や殺人などのネガティブ

シーン撮影および、および公序良俗に反する目的で利用すること。 6各スペースに損害を及ぼすような行為をすること。 

7各スペースに宿泊すること。 8各スペースの敷地外での車両の留め置きおよび前面道路の専有。 9立合いスタッフまた

はスペース担当者に従っていただけない場合 10その他本出展規定において禁止された事項。 
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ご利用規約 
<ご利用について> 

∎ 建物の床や壁等に傷がつかないよう、機材関係や建込什器の持ち込みの際は養生をお願い致します。また壁・天井・

床・及びスペース内での強力なガムテープ類・釘・ネジ、画鋲などの使用は禁止です。 

∎ 利用可能スペース以外のエリアは、立ち入り禁止とさせて頂きます。 

∎ 入・出館の際、立ち話、騒音となりうるボリュームでの音楽、アイドリング、喫煙など近隣のご迷惑になる行為はお避

け下さい。深夜・早朝の撮影の際は特にご配慮をお願いします。 

∎ ご予約いただいたお時間を超えてのご利用となる場合、ご利用者様で原状復帰をしていただき、次のお客様を優先させ

ていただきます。 

∎ お忘れ物はいかなる場合でも発生日より1ヶ月で処分させていただいます。 

∎ 利用当日は立合いスタッフまたはスペース担当者の指示に従って使用してください。従って頂けない場合は罰則金とし

て別途10万円のお支払が発生しますので、予めご了承ください。 

∎ 当社またはその使用人は、建物の保全、衛生、防犯、防火、救護その他建物の管理上必要あるときは、あらかじめ利用 

者に通知した上で本レンタルスペースに立ち入り、これを点検し、適宜の措置をとることができる ものとします。ただ 

し、非常の場合当社があらかじめこの旨を利用者に通知することができないときは事後の 報告をもって足りるものとし 

ます。 

<原状回復と清掃管理について> 

∎ 各スペース内の家具・備品などの移動を希望する場合は、当日立会いスタッフに確認の上、移動はご利用者様でお願い

ます。又、移動した家具 /備品等はご予約いただいた時間内で原状復帰をお願いします。 

∎ 各スペース内の壁・床・家具などを破損・汚染・紛失等した場合は現状復帰にかかる費用を全額負担いただきます。 

∎ ご使用中、使用終了後の清掃は利用者にて行うものとします。尚、特別に清掃の必要が生じた場合には別途清掃費を申

し受けます。 

∎ ゴミ回収に関しては基本的にはご利用者様にお持ち帰り頂いておりますが、お持ち帰りできない場合は 分別後 (燃える

ゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、リサイクルに分けてください) 45L のゴミ袋 お 一つあたり ¥500‒ (税込) 頂戴して

おります。ゴミ回収利用の場合は事前にお伝えください。 ゴミの 回収料金は当日退出前にキッチンカウンターの上に封

筒に入れて置いておいて下さい。（封筒はスペー ス内のクリアファイルの中にありますのでそちらをご利用下さい。） 

 

<ご予約・キャンセル・ご利用料金について> 

∎ 申込みはご利用の2日前までとします。当社が当該予約申込に承諾し、利用契約書を取り交わした時点で予約が成立す

るものとします。利用契約書の取り交わしに関してはEメール等での電子的ファイルのやり取りを含みます。 

∎ ご利用料金は原則事前支払いをお願いしております。但し、法人様の利用の場合はご請求による後払いも可能としま

す。 

∎ 予約成立後のキャンセル及び延長利用を除くご利用時間の変更は、下記のキャンセル料が発生いたします。 

キャンセル料 :45日前まで 0% / 44‒30日前まで 10% / 29‒15日前まで 30% / 14‒8日前まで 50% / 7‒3日前まで 70% / 

2日前‒当日 100% 

∎ スペース内への入室から完全撤去までがご利用時間として料金加算の対象となります。撮影/利用料金は予告なく変更さ

せて頂く場合がございます。ご予約時にご確認ください。 

∎ 各スペースにより、注意事項が異なります。必ず各スペースの注意事項をご確認のうえご予約ください。 
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ご利用規約 
∎ 利用者において、本契約上の金銭債務の履行を遅滞した場合には、遅滞の日から年14.6%の割合による遅延損害金をお

支払いいただきます。 

∎事前搬入及び延長は 15,000円 /（1時間）を頂戴いたします。ずべてのフロアに関して事前搬入及び延長ができない場

合がございます。必ず事前にご確認ください。 

∎ ご利用時間外の荷物の受け取りにはお荷物一個につき 1,000 円頂戴いたします。受け取り可能時間は利用日の前日から利
用開始時間までとし、受取可能なお荷物は縦・横・高さの３辺の合計が１６０cmサイズまでとします。 

∎お荷物の発送は ご利用終了時間以降から翌日の発送のみ承ります。梱包、伝票記入などの発送準備はご利用者さまでお

願いいたします。なお、送料の建て替えは行っておりません。着払い伝票か事後請求可能な伝票をご利用ください。発送

の委託は お荷物一個につき 1,000 円頂戴いたします。 

 

<反社会的勢力の排除> 

∎ 利用者は、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、暴力団、暴力団

員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会 屋等、社会運動等標ぼう

ゴロ又は特殊知能暴カ集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び

次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても 該当しないことを確約します。 1 暴力団員が

経営を支配していると認められている関係を有すること 2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を

有すること 3 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当

に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 4 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

などの隠与をしていると認められる関係を有すること 5 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に

非難されるべき関係を有すること 

∎ 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。 1 暴力的な要

求行為 2 法的な責任を超えた不当な要求行為 3 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴カを用いる行為 4 風説を流布

し、偽計を用い又は威カを用いて相手方の信用を段損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為 

∎ 利用者が前2項において確約した事項に違反した場合、当社は何らの催促も要せず、本契約を含む利用者と当社との間

で締結された一切の契約を解除することができるとともに、利用者は当該解除につき何ら異議を 述べず、名目の如何を問

わず当社は何らの損害賠償責任を負わないことで合意します。 

<準拠法及び管轄裁判所> 

∎ 本契約は日本国法を唯一の準拠法とし、本契約から生じる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第

1審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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